
金銭の取り扱いが伴う場合の、民生委員・児童委員の支援の

考え方について 
 
 民生委員・児童委員は金銭の取り扱いを伴う支援を直接に行うべきではなく、

通常は取り扱わないものとする。 
 
しかし、一方で、要援護者の緊急的需要等によりやむを得ず、民生委員・児

童委員が日常の支援のなかで、買い物代行等の依頼に対応している例が見受け

られる。 
こうした場合には、民生委員・児童委員は一定のルールに基づき十分な配慮

のもとに対応することとし、その際、以下の点に留意する。 
 
一、金銭の取り扱いを伴う支援を求められた場合には、一人で判断せず、

支援の内容や方法、期間、その緊急性や必要性について、必ず民児協組

織として検討を行い、判断すること。 
一、実施する際は極力一人では行わず、複数体制で対応すること。また、

領収書や受領書などの保管はもとより、実施内容の日々の記録をとって

おくこと。 
一、取り扱いの内容について、民児協組織として定期的にチェックを行う

こと。 
一、金銭の取り扱いは少額の範囲にとどめること。 
 
なお、判断能力が不十分な人で、継続的な金銭管理が必要な支援には、地域

福祉権利擁護事業に繋ぐことが適切である。 
※別添「民生委員・児童委員活動と地域福祉権利擁護事業についての基本的考え方」参照 

 
上記の取り扱いを超え、さらに、地域の中で継続して支援が必要とされる場

合は、民児協組織だけの活動にとどまらず、地域全体の問題として、近隣住民

や関係機関・団体が協働連携した見守り・支援ネットワークや金銭の取り扱い

に関する支援体制が必要である。 
地域住民の立場に立って相談支援を行う民生委員・児童委員には、こうした

課題について、当該地域の行政や社会福祉協議会、住民に提起し、あるいは意

見具申するなどして、協働した支援の仕組みづくりを働きかけていくことが求

められている。 
 
平成 17年 9月 14日 
全国民生委員児童委員連合会 

 


